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三春町告示第１１３号 

 

 平成２７年第５回三春町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

 

  平成２７年１１月１０日 

 

三 春 町 長 鈴 木 義 孝     

 

１ 日  時  平成２７年１１月１３日（金）午前１０時 

２ 場  所      三春町議会議場 

３ 付議案件 

（１）議案第９８号 平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について 
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平成２７年三春町議会第５回臨時会を三春町議会議場に招集した。 

１ 応招議員・不応招議員 

 １）応招議員（１５名） 

１番 新 田 信 二 ２番 本 田 忠 良 ３番 影 山 初 吉 

４番 松 村 妙 子 ５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 

７番 佐 藤 一 八 ８番 渡 辺 正 久 10番 佐久間 正 俊 

11番 小 林 鶴 夫 12番 橋 本 善 次 13番 影 山 常 光 

14番 日下部 三 枝 15番 佐 藤   弘 16番 隂 山 𠀋 夫 

 ２）不応招議員（１名）  

９番 三 瓶 文 博 

２ 会議に付した事件は次のとおりである。 

   議案第９８号 平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について 
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平成２７年１１月１３日（金曜日） 

１ 出席議員は次のとおりである。 

１番 新 田 信 二 ２番 本 田 忠 良 ３番 影 山 初 吉 

４番 松 村 妙 子 ５番 山 崎 ふじ子 ６番 鈴 木 利 一 

７番 佐 藤 一 八 ８番 渡 辺 正 久 10番 佐久間 正 俊 

11番 小 林 鶴 夫 12番 橋 本 善 次 13番 影 山 常 光 

14番 日下部 三 枝 15番 佐 藤   弘 16番 隂 山 𠀋 夫 

２ 欠席議員は次のとおりである。 

９番 三 瓶 文 博 

３ 職務のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 佐久間   收    書記    今 泉 喜 徳 

４ 地方自治法第 121条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名は次のとおりである。   

町   長 鈴 木 義 孝  

副 町 長 橋 本 國 春  

 

総 務 課 長 工 藤 浩 之 財 務 課 長 佐久間 幸 久 

住 民 課 長 新 野 徳 秋 除 染 対 策 課 長 村 田 浩 憲 

税 務 課 長 本 間   徹 保 健 福 祉 課 長 佐久間 孝 夫 

産 業 課 長 佐 藤 哲 郎 建 設 課 長 伊 藤   朗 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 室 長 
遠 藤 弘 子 企 業 局 長 増 子 伸 一 

    

教育委員会委員長 武 地 優 子 教 育 長 遠 藤 真 弘 

教育次長兼教育課長 影 山 敏 夫 生 涯 学 習 課 長 滝 波 広 寿 

    

農業委員会会長 宗 形 義 匡   

    

代 表 監 査 委 員 大 津  茂    

５ 議事日程は次のとおりである。 

  議事日程 平成２７年１１月１３日（金曜日） 午前１０時開会 

   第 １ 会議録署名議員の指名 

   第 ２ 会期の決定 

   第 ３ 議案の提出 

   第 ４ 町長挨拶並びに提案理由の説明 

   第 ５ 議案の質疑 

   第 ６ 議案の審議 

        議案第９８号 平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について 

６ 会議次第は次のとおりである。 
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      （開会 午前１０時） 

…………・・ 開 会 ・・………… 

○議長  開会に先立ち報告いたします。 

一身上の都合により、９番三瓶文博君から欠席する旨の届出がありましたので、報告いたします。 

○議長  それでは、ただいまから、平成２７年第５回三春町議会臨時会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

…………・・ 会議録署名議員の指名 ・・………… 

○議長  日程第１により、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、５番山崎ふじ子君、６番鈴木利一君のご

両名を指名いたします。 

…………・・ 会 期 の 決 定 ・・………… 

○議長  日程第２により、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

   （異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

なお、本日の議事日程につきましては、お手元にお配りいたしました日程表のとおりでございま

すので、ご了承願います。 

…………・・ 議 案 の 提 出 ・・………… 

○議長  日程第３により、議案の提出を行います。 

  提出議案は、お手元にお配りしました、議案第９８号「平成２７年度三春町一般会計補正予算（第

４号）について」の１議案であります。 

…………・・ 町長挨拶並びに提案理由の説明 ・・………… 

○議長  日程第４により、町長挨拶並びに提案理由の説明を求めます。 

鈴木町長！ 

○町長  おはようございます。臨時会、ご苦労様でございます。 

  提出議案の説明をいたします。 

  議案第９８号、平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について。 

  今回の補正予算は、歳入においては土木使用料、総務費国庫補助金と財政調整基金繰入金の追加

で、歳出においては地域活性化・地域住民生活等緊急支援（地方創生先行型）事業と公営住宅費の

追加であります。 

今回の補正により、歳入歳出それぞれ２，７９７万円を追加し、歳入歳出予算総額を７３

億９，３０６万円とするものであります。十分審査をしていただいて、可決をしていただき

ますようお願いを申し上げて挨拶といたします。 

…………・・ 議 案 の 質 疑 ・・………… 

○議長  日程第５により、会議規則第３７条の規定により、提出議案に対する質疑を行います。 

これは、議案第９８号の提案理由の説明に対する質疑であります。 

○議長  議案第９８号「平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について」を議題

といたします。 
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これより質疑を許します。 

（なしの声あり） 

○議長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結いたします。 

…………・・ 休    憩 ・・………… 

○議長  ここで議案調査のため、暫時休憩いたします。 

  町長、副町長、担当者以外の方は退席願います。 

  再開は追って連絡いたします。 

        (休憩 午前１０時０３分) 

        (再開 午前１０時２５分) 

 …………・・ 再    開 ・・………… 

○議長  それでは、休憩を閉じて休憩前に引き続き再開いたします。 

…………・・ 議 案 の 審 議 ・・………… 

○議長  日程第６により、議案の審議を行います。 

議案第９８号「平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）について」を議題といたし

ます。 

これより質疑を許します。 

（なしの声あり） 

○議長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○議長  討論なしと認めます。 

これより議案第９８号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長  以上で本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

…………・・ 町 長 挨 拶 ・・………… 

○議長  ここで町長より発言があればこれを許します。 

鈴木町長！ 

○町長  提案いたしました議案、可決をしていただきまして本当にありがとうございます。 

  朝夕、めっきり寒くなってまいりました。風邪などひかないようにしながら、議会の皆さん方の

これからのご活躍を心からご祈念申し上げて挨拶にいたします。ありがとうございました。 

…………・・ 閉 会 ・・………… 

○議長  これをもって、平成２７年第５回三春町議会臨時会を閉会いたします。 

  苦労様でした。 

      （閉会 午前１０時２７分） 
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上記、会議の経過を記載して相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 平成２７年１１月１３日 

 

    福島県田村郡三春町議会 

 

        議     長 

 

 

        署 名 議 員 

 

 

        署 名 議 員 
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議 案 審 議 結 果 一 覧 表 

 

議案番号 件     名 採決 議決の状況 

議案第９８号 
平成２７年度三春町一般会計補正予算（第４号）に

ついて 
全 員 原案可決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


